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はじめに
2023年版「出入国在留管理」の発刊に当たって

法務省出入国在留管理庁は、2022年10月から使用しているキャッチ
フレーズ「世界をつなぐ。未来をつくる。」のとおり、日々変化して
いく世界情勢の中で、様々な国・地域から多様な目的をもって来日す
る外国人の入国・在留を円滑かつ厳格に行うとともに、外国人の受入
れ環境の整備を行うことで、我が国の健全な国際交流の推進と日本社
会の秩序維持に努めているところです。そのためには、最先端の技術
と人の目の双方を活用し、円滑な出入国在留審査と厳格な出入国在留
管理を高度な次元で両立させていく必要があります。また、我が国の
安全・安心を脅かす外国人を法令に基づいて国外に退去させることに
よって、国民の安全や利益を守るという任務も担っています。加えて、
難民の認定手続を整備し、真に庇護を求める者を迅速かつ確実に保護
していくことも出入国在留管理庁に課せられた大きな役割です。さら
に、法務省において外国人の受入れ環境の整備に関する企画及び立案
並びに総合調整を行うこととなった（平成30年７月24日閣議決定）と
ころ、外国人材の適正・円滑な受入れの促進に向けた取組とともに、
外国人との共生社会の実現に向けた環境整備を推進する任務も担って
います。
1959年から発刊されていた「出入国管理」は、2019年版から「出入
国在留管理」へ名称を変更し、本書で29冊目になります。
この2023年版「出入国在留管理」では、出入国在留管理庁における
業務の概要を紹介するとともに、 2023年６月９日、第211回国会（通
常国会）において成立した入管法等の改正のほか、高度外国人材の受
入れ推進、特定技能２号の対象分野の追加、技能実習制度及び特定技
能制度の在り方の検討、外国人との共生社会の実現に向けた取組及び
難民の適正な保護の推進など、最近の出入国在留管理行政を取り巻く
状況や施策を含めて、2022年度の動きを中心に取りまとめています。
本書を通じ、出入国在留管理行政が、皆様にとって親しみやすく分
かりやすいものとなれば幸いです。

2023年11月
出入国在留管理庁長官
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2023年版　「出入国在留管理」のポイント

2023 年版「出入国在留管理」の構成
⃝�本書は、出入国在留管理をめぐる近年の状況（第１部）、主要な施策（第２部）及び資料編
で構成。
⃝�第１部では、2018年から2022年までの５年間の業務統計を基に、近年の出入国在留管理業務
の状況を記載。
⃝�第２部では、出入国在留管理行政に係る主要な施策を記載（主に2022年度の取組について記
載。2023年度の取組についても一部記載）。
⃝�資料編では、出入国在留管理庁の業務概要等を記載。

第１部　　出入国在留管理をめぐる近年の状況

⃝外国人入国者数　
2022年における外国人入国者数（再入国者数を含む。）は前年と比べ384万4,926人（1,088.8％）増
の419万8,045人、再入国者数を除いた新規入国者数は前年と比べ327万1,805人（2,156.4％）増の342
万3,531人。

⃝在留外国人数　
・2022年末時点の中長期在留者数と特別永住者数を合わせた在留外国人数は307万5,213人。
・また、在留外国人数の我が国の総人口に占める割合は2.46％であり、前年末と比べ0.26ポイン
ト高くなっている。

⃝技能実習制度及び特定技能制度の運用状況
・2022年末時点における「技能実習１号」の在留資格による中長期在留者数は16万4,993人で、
前年末と比べ14万777人（581.3％）増加している。
・2022年末時点における「技能実習２号」の在留資格による中長期在留者数は８万4,386人で、
前年末と比べ12万438人（58.8％）減少している。
・2022年末時点における「技能実習３号」の在留資格による中長期在留者数は７万5,561人で、
前年末と比べ２万8,478人（60.5％）増加している。
・2022年末時点における「特定技能１号」の在留資格による中長期在留者数は13万915人で、
2019年４月１日に新設されて以降、増加が顕著であり、前年末と比べ８万1,249人（163.6％）
増加している。
・2022年末時点における「特定技能２号」の在留資格による在留者数は８人で、前年末と比べ８
人増加している。

⃝不法残留者数　
2023年１月１日現在の不法残留者数は７万491人であり、前年１月１日時点と比べ、3,732人
（5.6％）増加した。
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⃝難民認定業務等の状況
・2022年に我が国において難民認定申請を行った者は3,772人であり、2021年に比べ1,359人
（56.3％）増加した。
・2022年における難民認定申請の処理は7,237人であり、2021年に比べ1,087人（17.7％）増加し
ている。その内訳は、難民と認定した者187人、難民と認定しなかった者5,418人、申請を取り
下げた者等1,632人であった。

第２部　　出入国在留管理行政に係る主要な施策等

⃝送還忌避・長期収容問題を解決するための入管法改正
2023年６月９日、第211回国会において、いわゆる入管法等改正法が成立した。
現行入管法上、我が国からの退去が行政的に確定した者であっても、難民認定申請中は、申請理
由や回数を問わず一律に送還が停止されるため、送還を回避する手段として同申請を濫用する者が
存在し、退去を拒む送還忌避者の迅速・確実な送還が困難となっており、収容が長期化するといっ
た問題も生じている。
入管法等改正法は、このような現行法下で生じている送還忌避・長期収容問題を解決するととも
に、保護すべき者を確実に保護するという観点から、送還停止効の例外規定、罰則付きの退去等命
令制度、収容をせずに退去強制手続を進めることを可能とする監理措置制度、紛争避難民等の難民
に準じて保護すべき者を確実に保護するための補完的保護対象者の認定制度、在留特別許可の申請
手続の創設などの措置を講じ、現行法下の課題を一体的に解決して、日本人と外国人が互いに信頼
し、尊重し合う共生社会を実現するための基盤を整備するものである。
退去強制手続に関する規定の改正は、出入国管理令として制定された1951年以来初めてである。

⃝新型コロナウイルス感染症への対応
・水際対策
新型コロナウイルス感染症の感染者が多数に上っている状況等がある地域（以下「上陸拒否対
象地域」という。）に滞在歴がある外国人について、入管法第５条第１項第14号に該当する外国
人として、特段の事情がない限り、上陸を拒否するなどして、適切な水際対策を講じてきたが、
水際対策の見直しに伴い、2022年９月４日に全ての上陸拒否対象地域について、その指定を解除
した。
・在留諸手続
新型コロナウイルス感染症の影響によって、帰国が困難な状況にある外国人に対して、就労が
可能な在留資格「特定活動」等への変更を認めるほか、就労ができない在留資格を有する外国人
に対して、本邦での生計維持を可能とするため、資格外活動を許可するなどの措置を講じた。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習
生、採用内定を取り消された留学生、技能実習を修了し帰国が困難な元技能実習生等の本邦での
継続した就労を可能とするため、一定の要件の下、特定産業分野において就労できるよう在留資
格「特定活動」を許可した。
なお、新型コロナウイルス感染症の国内外における感染状況や、本邦からの外国人出国者が増
加している状況等を踏まえて、2022年５月31日付けで当該措置を見直し、帰国に向けた措置を実
施している。

⃝高度外国人材の受入れ推進
・2023年４月から一定の水準以上の学歴又は職歴と年収を持つ外国人に対して高度人材ポイント
制よりも拡充された優遇措置を認める「特別高度人材制度（Ｊ－Ｓｋｉｐ）」を導入した。
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・2023年４月から優秀な海外大学等を卒業した外国人が本邦で就職活動又は起業準備活動を行う
場合に最長２年間の在留を認める「未来創造人材制度（Ｊ－Ｆｉｎｄ）」を導入した。

⃝特定技能２号の対象分野の追加
熟練した技能を要する特定技能２号については、２分野のみが対象となっていたところ、各分野
の人手不足状況等を踏まえ、11分野に対象を拡大した（令和５年６月９日閣議決定）。

⃝技能実習制度及び特定技能制度の在り方の検討
両制度の施行状況を検証し、課題を洗い出した上、外国人材を適正に受け入れる方策を検討し、
関係閣僚会議に対して意見を述べることを目的として、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方
に関する有識者会議」を設け、2022年12月以降、有識者会議において議論が行われている。

⃝外国人との共生社会の実現に向けた取組
・2023年６月９日に開催された「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」において、「外
国人との共生社会の実現に向けたロードマップ（令和５年度一部変更）」（以下「ロードマップ」
という。）及び「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）」（以下「総
合的対応策」という。）を決定した。
・ロードマップは、我が国の目指すべき共生社会の３つのビジョン、その実現に向けて取り組む
べき中長期的な課題（４つの重点事項）及び具体的施策を示すものである。
・総合的対応策は、外国人材を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外
国人が安全に安心して暮らせる社会の実現に寄与するという目的を達成するため、外国人材の
受入れ・共生に関して、目指すべき方向性を示すものである。
・総合的対応策では、ロードマップの施策について単年度に実施すべき施策を示すとともに、必
ずしも中長期的に取り組むべき施策でないためにロードマップには記載されていないものの、
共生社会の実現のために政府において取り組むべき施策を示すこととしている。

⃝不法滞在者数等の更なる縮減に向けた取組　
・退去強制令書が発付されているものの、病気治療や訴訟の提起等の送還に支障のある事情を有
するために送還の見込みが立たない被収容者については、仮放免を積極的に活用し、より一層
適正な退去強制手続の実施に努めている。
・「入国者収容所等視察委員会」からの意見や「名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関
する調査報告書」に挙げた改善策などを踏まえ、医療体制の強化等、被収容者の処遇の更なる
適正化に取り組んでいる。
・送還忌避及び収容の長期化の解決が出入国在留管理行政における喫緊の課題となっている中、
第７次出入国管理政策懇談会の下に設置された「収容・送還に関する専門部会」における検討
結果が「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」としてとりまとめられ、法務大臣に報
告書が提出された。

⃝難民の適正な保護の推進
・近年、我が国での就労等を目的としていると思われる濫用・誤用的な申請が相当数見受けられ
ることを要因として、我が国の難民認定申請者数が急増した結果、難民認定手続の処理期間が
長期化し、難民を迅速に保護する上で支障が生じる事態となっていた。
・そこで、濫用・誤用的な申請が多く見られる正規滞在者からの難民認定申請について、2018年
１月15日から、①申請受付後の振分け期間を設け、振分け結果を在留資格上の措置に反映、②
難民である可能性が高い申請者への更なる配慮、③濫用・誤用的な申請に対する従来よりも厳
格な対応を主な内容とする運用の更なる見直しを行った。
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・これらの取組の結果、近年急増してきた難民認定申請者数は、2018年以降、大幅な減少に転じ
た一方で、難民認定者数は、上記見直し前に比べ増加しており、濫用・誤用的な申請を抑制し、
難民の迅速な保護を図るための取組が一定の効果を上げていると認められるが、濫用・誤用的
な申請は依然として相当数見受けられることから、問題の抜本的解決に向け、法制度と運用の
両面から検討を進めることとしている。
・また、我が国の難民認定制度をめぐっては、近年の難民認定申請者数の急増及び申立内容の多
様化への対応や、制度の透明性の向上が求められている。
・そこで、ＵＮＨＣＲ等の関係機関と緊密に連携しつつ、①難民該当性に関する規範的要素の明
確化、②難民調査官の能力向上、③出身国情報の充実を３つの柱として、難民認定制度の運用
の一層の適正化に取り組んでおり、これらの取組を加速させるため、2021年７月に、ＵＮＨＣ
Ｒとの間で協力覚書（ＭＯＣ）を交換した。①については、2023年３月24日、難民該当性を判
断する際に考慮すべきポイントを整理するなどした「難民該当性判断の手引」を策定し、公表
した。同手引は、これまでの我が国の実務等を踏まえ、ＵＮＨＣＲが発行する諸文書等も参考
にして策定したものである。手引の策定・公表により、難民認定制度の透明性が高まり、その
信頼性の向上にもつながることが期待される。②については、これまでもＵＮＨＣＲ等の協力
を得ながら、難民調査官等に対する研修を実施しているほか、難民調査官に対し、難民認定手
続における事実認定の留意事項を共有し、そのフォローアップを行うなど、的確な事実認定に
資する取組を進めている。③については、難民を多数受け入れている諸外国当局と出身国情報
に関する情報交換等を積極的に行うことなどを通じて、出身国情報の一層の充実を図ることと
している。

⃝国際社会及び国際情勢への対応
・韓国の入国管理当局と入国管理局長級会議を開催したり、（公財）日本台湾交流協会と台湾日
本関係協会が開催した意見交換に参加したりすることで情報共有や意見交換を行った。
・2022年12月12日から14日まで、法務省及び出入国在留管理庁が主催する第２回東京イミグレー
ション・フォーラムが、18か国・地域の入国管理当局の代表の参加を得て開催された。会議で
は、コロナ禍後の人流回復により各入管当局が直面する課題とそれに対する取組及び外国人と
の共生社会実現に向けた課題と取組等について、それぞれの国・地域が情報共有や率直で活発
な意見交換を行い、次回は2023年度中に東京で開催することに対する賛意が示された。
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難民条約 難民の地位に関する条約

難民議定書 難民の地位に関する議定書

日米地位協定 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基
づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定

入管法 出入国管理及び難民認定法

入管法施行令 出入国管理及び難民認定法施行令

入管法施行規則 出入国管理及び難民認定法施行規則

上陸基準省令 出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令

入管特例法 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に
関する特例法

入管特例法施行令 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に
関する特例法施行令

入管特例法施行規則 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に
関する特例法施行規則

技能実習法 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

技能実習法施行規則 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行
規則

ＡＰＩ Advance�Passenger�Information�（事前旅客情報）

ＡＰＩＳ Advance�Passenger�Inspection�System（事前審査システム）
※2021年６月に「事前旅客情報システム」から名称変更

ＰＮＲ Passenger�Name�Record（乗客予約記録）

ＥＰＡ Economic�Partnership�Agreement（経済連携協定）

ＩＡＴＡ・ＣＡＷＧ International�Air�Transport�Association�･�Control�Authorities�Working�
Group（国際航空運送協会・入国管理機関関係部会）

ＩＣＰＯ International�Criminal�Police�Organization（国際刑事警察機構）

ＩＯＭ International�Organization�for�Migration（国際移住機関）

ＪＩＣＡ Japan�International�Cooperation�Agency（独立行政法人国際協力機構）

ＵＮＨＣＲ
Office�of�the�United�Nations�High�Commissioner�for�Refugees（国際連
合難民高等弁務官事務所）又はUnited�Nations�High�Commissioner�for�
Refugees（国際連合難民高等弁務官）
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